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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年６月１６日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 福井県福井港福井区 

 福井北防波堤灯台から真方位３１９°２０５ｍ付近 

 （概位 北緯３６°１２.１′ 東経１３６°０７.０′） 

事故の概要  油タンカー第三大英
だいえい

丸は、南進中、浅所に乗り揚げた。 

 第三大英丸は、船首船底部等の擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年６月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー 第三大英丸、２,０２６トン 

 １４１７９１、大英汽船株式会社（船舶所有者、Ａ社）、昭和日タ

ン株式会社（運航者、Ｂ社） 

 ８９.７８ｍ×１４.５０ｍ×６.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２,４２７kＷ、平成２４年９月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６３年４月１日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成３０年２月２６日 

  免状有効期間満了日 平成３５年３月３１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部及び舵板下部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか１０人が乗り組み、ガソリン約１,８００kℓ及び

軽油約１,３００kℓを積載し、船首約４.５２ｍ及び船尾約５.８２ｍ

の喫水をもって福井区の石油１号ドルフィンで揚げ荷役を行う目的

で、平成３０年６月１６日０８時１５分ごろ錨泊していた福井区の南

防波堤西方沖１,２００ｍ付近を出発した。 

 本船は、船長が、出発時から‘船橋前部中央の、レーダーモニタの

設置場所付近’（以下「見張り位置」という。）に立ち、航海士の１人
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に手動操舵を、機関長に主機の遠隔操縦レバーの操作をそれぞれ行わ

せ、自らは操船指揮を行い、目視によって船首方の見張りを行いなが

ら、南防波堤北端付近を港奥に向けて右回頭していた。 

 船長は、南防波堤北端を通過する際、‘船舶の進入を防止する範囲

を明示するための小型の灯浮標’（以下「仮灯浮標」という。）２基

を認めてその間を通過し、更に船首方に認めた灯浮標（灯高約２.９０

ｍ、標体黄色、以下「北側灯浮標」という。）を左舷側に見て航行す

ることとした。 

 本船は、右回頭を終えた頃、手動操舵を行っていた航海士が、着桟

準備のために操舵モードを手動から遠隔に切り替えて降橋したのち、

船長が、見張り位置付近に設置された遠隔操舵用のコントローラを使

用し、目視のみで操舵を行い、機関を極微速力前進に減速して南進

中、０８時３０分ごろ約６.４ノットの対地速力となって北防波堤北

西方沖の浅所に乗り揚げた。 

 本船は、船長が直ちに機関を後進又は前進として離礁を試みたもの

の、離礁することができなかった。 

 船長は、機関長に機関室の異常の有無及び船外への油漏れの有無

を、他の乗組員にカーゴタンク及びバラストタンクの異常の有無をそ

れぞれ確認させたのちにバラストの排出を指示し、自らは携帯電話で

船舶代理店にタグボートの要請を、また、Ａ社に本事故の発生を連絡

し、更に、国際ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し

た。 

 船舶代理店の担当者は、福井海上保安署に本事故の発生を通報し

た。 

 本船は、船舶代理店が所有するタグボートが来援して０９時３５分

ごろに引き出され、一旦、南防波堤北方沖に移動して船内各所の点検

を行ったのち、１０時２５分ごろ石油１号ドルフィンに着桟した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大図）、付表１ 本

船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 乗揚時の船長の操船姿勢 参

照） 

 その他の事項  本船が乗り揚げた場所は、水深が約３.５ｍ、底質が砂であった。 

 福井県は、福井港の浚渫
しゅんせつ

を毎年行っているものの、測量の結果、

港湾の一部が港湾計画で定められている水深１０ｍより浅くなってい

るので、浚渫工事を行うこととし、平成３０年４月１１日の福井港航

行安全対策会議（第２０回）において、福井港に入出港する船舶の安

全対策として暫定航路を設定し、浚渫工事箇所を周知することとし

た。 

（付図３ 平成３０年度福井港中央航路暫定航路図 参照） 

 福井県福井港湾事務所は、福井区において、平成３０年４月１２日

から同年８月ごろまでの間に行われる浚渫
しゅんせつ

工事に伴う航行等の案内
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として、「福井港中央航路の安全航行についてのお知らせ」、「暫定航

路図」等のちらし
．．．

をホームページ上に掲載した。 

（付図４ 福井港中央航路の安全航行についてのお知らせ 参照） 

 本船は、福井港入港前の６月１３日、船舶代理店から福井区の浚渫

工事区域が示され、航行方法が記載された「福井港中央航路の安全航

行についてのお知らせ」及び「平成３０年度福井港中央航路暫定航路

図」と題する資料（以下「福井港資料」という。）をファクシミリで

入手していた。 

 福井港資料には、次のことが記載されていた。 

 (1) 南防波堤から東方６０ｍの所を西端として東側に１５０ｍ、及

び南防波堤北端付近から南側に約９００ｍのおおむね四角形の範

囲が暫定航路であること。 

 (2) 暫定航路の屈曲部付近の黒色で表示された区域が、浚渫工事区

域であること。 

 (3) 南防波堤寄りの暫定航路を航行すること。 

 (4) 暫定航路のうち、南防波堤寄りの３分の１程度の工事が終了し

ていること。 

（付図５ 福井港資料 参照） 

 海上保安庁刊行の本州北西岸水路誌（平成２９年３月１７日発行）

には、福井区への入港上の注意として、次のとおり記載されている。 

 福井区に入港する場合は、北防波堤入口付近の水深は変化しやす

く、海図より浅くなっている所があるので、喫水の深い船は、できる

だけ南防波堤側に寄って航行したほうがよい。  

 船長は、前記水路誌に記載されている福井区への入港上の注意事項

を知らなかった。 

 八管区水路通報（平成２７年１２月２５日刊行、２０１５年９１５

項）には、福井区の、１０地点で囲まれる区域において、海図に掲載

されている数値より水深が減少している旨の情報提供が行われてい

た。 

 船長は、平成３０年４月１８日に本船の船長として、本事故当日と

同じ時間帯、同じ場所に入港及び着桟しており、当時は約２０年ぶり

の福井港への入港であった。 

 船長は、４月１８日の入港前に海図Ｗ１１８４（福井港）の南防波堤

の東方７０ｍ付近に、南防波堤とおおむね平行となる真方位１７１°

の針路線を記入しており、本事故当日も同針路線が残されていた。 

（写真２ 使用海図（海図Ｗ１１８４）部分写し 参照） 

 船長は、６月１３日に福井港資料を入手した際、浚渫工事区域が黒

く表示されていた（付図４において、赤色で表示されている箇所）の

で、その部分を避けて北側灯浮標寄りを航行すれば良いと思い、本事

故当日に錨泊場所を出発した後、南防波堤北端から距離を隔てて右回
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頭を行い、北側灯浮標寄りとなるよう大回りした。 

 福井県は、北防波堤西方海域の、水深が減少している海域におい

て、水深５.０ｍよりも浅い場所を示すために北側灯浮標及び灯高約

２.８ｍの灯浮標３基を設置していた。なお、これら４基の灯浮標

は、海図Ｗ１１８４（福井港）に掲載されている。 

 船長は、北防波堤西方海域に水深が減少している所があること、及

び浅所域を示す北側灯浮標を含む４基の灯浮標が設置されていること

を知っていた。 

 船舶代理店の担当者は、本船が錨泊場所を出発する前、船長に対し

て北側灯浮標を含む４基の灯浮標全てを左舷側に見て、南防波堤寄り

を航行するように伝えていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、福井港福井区において、南防波堤北端付近を右回頭して港

奥に向けて南進中、船長が、事前に入手した福井港資料の黒く表示さ

れた浚渫工事区域は水深が減少しているので、避けて航行すれば良い

と思ったことから、北側灯浮標寄りを航行し、水深が減少している海

域に向かって航行を続け、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、福井港福井区において、南防波堤北端付近を右

回頭して港奥に向けて南進中、船長が、事前に入手した福井港資料の

黒く表示された浚渫工事区域は水深が減少しているので、避けて航行

すれば良いと思ったため、北側灯浮標寄りを航行し、水深が減少して

いる海域に向かって航行を続け、浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策  Ｂ社は、本事故後、Ｂ社が運航する船舶の船舶所有会社宛てに本事

故の発生を知らせる資料を配付し、同種事故の再発防止を図るよう周

知を行った。 

 Ａ社は、本事故後、直ちに代表者、役員及び担当者が本船を訪れ、

乗組員全員を集めて本事故の発生の原因を自らで検討させる研修会を

行った。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、船舶代理店から入手した資料に疑義を生じた際は、船舶

代理店に連絡するなどして航行方法について確認すること。 
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付図２ 航行経路図（拡大図） 
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付図２中の「仮灯浮標」 

付図２中の 

「仮灯浮標」 

福井北防波堤灯台 

付図３ 平成３０年度福井港中央航路暫定航路図 
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付図４ 福井港中央航路の安全航行についてのお知らせ 
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北側灯浮標 

北側灯浮標 

付図５ 福井港資料 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である、また、船首方位及び対地針路は真

方位である。 

時刻 北緯 東経 対地針路 船首方位 対地速力
（時:分:秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

08:15:00 36-12-08.4 136-05-47.8 303.2 320 0.7

08:15:30 36-12-08.7 136-05-47.2 299.7 322 1.2

08:16:00 36-12-09.2 136-05-46.4 307.1 330 1.7

08:16:30 36-12-09.9 136-05-45.6 316.1 338 2.1

08:17:00 36-12-10.8 136-05-44.8 327.6 347 2.3

08:17:30 36-12-12.1 136-05-44.2 339.7 359 2.8

08:18:00 36-12-13.6 136-05-43.8 355.2 012 3.3

08:18:30 36-12-15.4 136-05-44.0 009.1 026 3.7

08:19:00 36-12-17.3 136-05-44.9 026.0 041 4.0

08:19:30 36-12-19.0 136-05-46.5 042.4 055 4.5

08:20:00 36-12-20.4 136-05-49.1 056.7 057 5.3

08:20:30 36-12-21.9 136-05-52.2 060.1 058 6.1

08:21:00 36-12-23.6 136-05-55.8 061.1 057 6.6

08:21:30 36-12-25.4 136-05-59.4 058.7 056 7.1

08:22:00 36-12-27.3 136-06-03.3 058.3 058 7.5

08:22:30 36-12-29.3 136-06-07.4 060.0 061 7.8

08:23:00 36-12-31.1 136-06-11.8 063.6 066 7.9

08:23:30 36-12-32.7 136-06-16.4 069.0 073 8.2

08:24:00 36-12-33.9 136-06-21.2 075.2 079 8.3

08:24:30 36-12-34.6 136-06-26.3 081.4 085 8.4

08:25:00 36-12-34.9 136-06-31.6 089.2 096 8.4

08:25:30 36-12-34.5 136-06-36.8 100.9 109 8.4

08:26:00 36-12-33.0 136-06-41.6 114.3 120 8.3

08:26:30 36-12-30.8 136-06-46.1 123.2 128 8.4

08:27:00 36-12-28.2 136-06-50.1 131.1 136 8.4

08:27:30 36-12-25.1 136-06-53.7 138.6 141 8.4

08:28:00 36-12-21.7 136-06-56.8 145.5 155 8.4

08:28:30 36-12-17.9 136-06-58.8 160.8 163 8.2

08:29:00 36-12-14.0 136-07-00.1 164.5 164 7.8

08:29:30 36-12-10.3 136-07-01.2 170.0 171 7.3

08:30:00 36-12-07.0 136-07-01.6 175.5 176 6.4

08:30:11 36-12-06.7 136-07-01.7 176.2 176 1.6

08:30:19 36-12-06.7 136-07-01.6 176.7 176 0.4

08:30:30 36-12-06.7 136-07-01.7 177.3 176 0.1

08:31:00 36-12-06.7 136-07-01.7 177.3 177 0.1
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写真１ 乗揚時の船長の操船姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※右手は、遠隔操舵用のコントローラのつまみを持っている。 

 

 

写真２ 使用海図（海図Ｗ１１８４）部分写し 

 

 

 

 

 

 

 

電
子
海
図
表
示
装
置 

レーダーモニタ 


